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別紙 
 

休業・休暇等取得中における科学研究費助成事業（科研費）の予算執行
に関する取扱いについて 

 
令和６年１０月２２日 
研究担当副学長  

 
 「科研費の適正な管理及び今後予定される制度改善等について」（令和６年２月２８日科
学研究費助成事業（科研費）に関する説明会 資料３）に基づき、休業・休暇等取得中にお
ける科研費の予算執行について、本学における取り扱いを下記のとおり定めるものである。 
 

記 
 
１．目的 

 本取扱いは、補助事業者（研究代表者・研究分担者）の育児休業等取得中、事務手続
代行者（以下「代行者」という。）による科研費の執行を可能とすることにより、補助
事業者が安心してライフイベントを迎えられる研究環境を整備することで、本学の研
究力強化に資することを目的とする。 
 

２．対象等 
(１) 対象事業：科学研究費助成事業（科研費） 

① 科学研究費補助金（補助金） 
ただし、日本学術振興会に「産前産後の休暇又は育児休業の取得に伴う研究
中断承認申請書」を提出し、承認を受けた研究課題は本件を適用できないた
め、留意すること。 

② 学術研究助成基金助成金（基金） 
日本学術振興会に「研究中断届」を提出した研究課題についても本件を適用
可能。 

 
(２) 対象者 

① 産前産後休業、産前産後休暇、育児休業取得者 
② 介護休業取得者 
③ 病気休暇取得者 
④ 研修休業取得者 
ただし、休職の場合、本件を適用できないため、留意すること。 

 
３．実施条件 

原則として以下（１）～（２）の条件を全て満たすこと。 
(１) 補助事業者本人が休業・休暇等取得中における予算執行を希望すること。 
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(２) 補助事業者が研究室の研究環境維持などのために必要な業務であると判断し、本
学の教員を代行者として立て、本学が認めること。 

 
４．代行者に委任できる業務内容 

研究室の研究環境維持などのために必要であり、補助事業者が休業・休暇を取得する
前にあらかじめ代行者に代行業務内容を事務手続代行申請書により提示し、承認が得
られた業務であること。 
 

５．手続き等 
(１) 代行者の選定、承認申請 

補助事業者は休業・休暇等を取得する前に代行者（本学の教員に限る）を選定し、
所属する組織の長（系長や重点研究センター長等：以下同じ）に「休業・休暇等取
得中における科研費の使用に係る事務手続代行申請書」を提出する。 

 
(２) 承認の可否及び通知 

所属する組織の長は、（１）の承認申請があったときは、承認の可否を申請者に
通知する。 

 
６．その他 

(１) この取扱いに基づく事務の実施に当たっては、関係する事務組織が協力するもの
とする。 
 

(２) 補助事業者が休業・休暇等取得中に就労することがないようにすること。 
 

(３) 申請書は、各部局等において適切に保管すること。（大学本部は、必要に応じて報
告を求めるほか、実地に検査等を行う場合がある。） 

 
７．附記 

 この取扱いは、令和６年１０月２２日から施行し、令和６年 4 月 1日から適用す
る。 
 

             以上
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 (参考様式及び記入例) 
休業・休暇等取得中における科研費の使用に係る事務手続代行申請書 

 
年  月  日 

（所属する組織の長) 殿 
所属・職名：           
氏名（署名）：           

 
 私の休業・休暇等の取得中における科研費の執行について、下記の者を事務手続代行者と
して申請します。事務手続代行者に対しては、下記の代行業務内容を依頼していますので、
休業・休暇中の就労は行いません。また、事務手続代行中における予算執行や事故等の管理
責任は私が負うものとします。 
 

記 
 
１．対象課題 
研究種目 基盤研究（C） 
課題番号 24K00000 
補助事業者区分 研究代表者 
休業・休暇等の種類 産前産後休業・育児休業 
休業・休暇等の取得予定期間 ○年○月○日から○年○月○日まで 
代行業務内容 物品の発注、検収、学生・職員雇用に関する業務、勤務

時間管理等の服務監督、旅費申請、研究環境維持や必要
最低限の実験に関わる監督 

※代行する予算が複数ある場合には、それらの情報を記載すること。 
 
２．事務手続代行者（学内の教員に限る） 
所属 ○○系 
職 教授 
氏名（署名） ○○ ○○ 

 

承 認・不承認  通知書 

年  月  日 
（申請者） ○○ ○○  殿 

（所属する組織の長） 
   ○○系長 ○○ ○○ 
       （公印省略） 

上記申請について、（ 承認 ・ 不承認 ）します。 
（なお、不承認とした理由は、別添のとおりです。） 

本様式については、必要項目が網羅されていれば、様式の形式
や項目等は 適宜変更して差し支えありません。 


